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○
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
二
十
一
号

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
十
五
条
第
二
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
業
法
第
十
五
条
第
二
号

ハ
の
規
定
に
よ
り
同
号
イ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
五
月
十
二
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

建
設
業
法
第
十
五
条
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
同
号
イ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
を
定
め

る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

建
設
業
法
第
十
五
条
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
同
号
イ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
を
定
め
る
件

（
平
成
元
年
建
設
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を

掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
十
五
条
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
り

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
十
五
条
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
り

同
号
イ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
た

同
号
イ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

だ
し
、
第
一
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
有
効
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

第
一
号
又
は
前
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
建
設
業
法
第
十
五
条
第
二
号
ハ
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
り
同
号
イ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
を
定
め
る

件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
令
和
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
二
十
一
号
）

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
平
成
七
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
号
の

規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
当
該
認
定
の
更
新
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
有
効
期

間
の
満
了
の
日
ま
で
に
建
設
業
法
第
二
十
六
条
第
四
項
の
登
録
を
受
け
た
講
習

（
以
下
「
監
理
技
術
者
講
習
」
と
い
う
。
）
を
受
講
し
、
そ
の
後
も
継
続
し
て

、
直
前
に
受
講
し
た
監
理
技
術
者
講
習
の
有
効
期
間
（
監
理
技
術
者
講
習
を
受

講
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
か
ら
起
算
し
て
五
年
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
満
了
す
る
前
に
監
理
技
術
者
講
習
を
受
講
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、

最
後
に
受
講
し
た
監
理
技
術
者
講
習
の
有
効
期
間
が
満
了
し
て
い
な
い
者
。

六

第
一
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
が
有
効
期
間
の
満
了
に
よ
り
効
力

五

そ
の
受
け
た
こ
の
告
示
（
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る

を
失
っ
た
者
の
う
ち
、
当
該
認
定
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
（
や
む
を
得
な
い

認
定
（
そ
の
更
新
を
含
む
。
）
が
有
効
期
間
（
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
有
効

理
由
の
た
め
当
該
認
定
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
に
あ
っ
て

期
間
を
い
う
。
）
の
満
了
に
よ
り
効
力
を
失
っ
た
者
で
、
当
該
認
定
の
有
効
期

は
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
な
い
日

間
の
満
了
の
日
（
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
、
当
該
認
定
の
更
新
を
受
け
る

ま
で
に
監
理
技
術
者
講
習
を
受
講
し
、
そ
の
後
も
継
続
し
て
、
直
前
に
受
講
し

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
）
の
翌
日
か

た
監
理
技
術
者
講
習
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
前
に
監
理
技
術
者
講
習
を
受
講

ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
な
い
日
ま
で
に
建
設
業
法
第
二
十
六
条
第
四
項
の

し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
最
後
に
受
講
し
た
監
理
技
術
者
講
習
の
有
効
期
間
が

登
録
を
受
け
た
講
習
を
受
講
し
た
も
の
の
う
ち
、
国
土
交
通
大
臣
が
建
設
業
法

満
了
し
て
い
な
い
者
。

第
十
五
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め

る
も
の
。

七

監
理
技
術
者
講
習
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
こ
と
に
よ
り
第
五
号
、
前
号
又

（
新
設
）

は
こ
の
号
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
者
の
う
ち
、
当
該
監
理
技
術
者
講
習
の
有
効

期
間
の
満
了
の
日
（
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
監
理
技
術
者
講
習
を
受
講
す
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る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
）
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
な
い
日
ま
で
に
監
理
技
術
者
講
習
を
受
講
し
、

そ
の
後
も
継
続
し
て
、
直
前
に
受
講
し
た
監
理
技
術
者
講
習
の
有
効
期
間
が
満

了
す
る
前
に
監
理
技
術
者
講
習
を
受
講
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
最
後
に
受
講

し
た
監
理
技
術
者
講
習
の
有
効
期
間
が
満
了
し
て
い
な
い
者
。

附

則

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

本
則
（
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
有
効
期
間
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
定
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
し
、
更
新

は
別
に
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
。

一

本
則
第
一
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
認
定

五
年

二

本
則
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
認
定

当
該
認
定
の
日
か
ら
有
効
期
間
（
こ
の

項
に
規
定
す
る
有
効
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
満
了
に
よ
り
効
力
を
失

う
前
の
本
則
（
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
そ
の

更
新
を
含
む
。
）
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た

日
ま
で
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
七
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
号
は
、
廃
止
す
る
。


